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各都道府県警察の長 殿 警 察 庁 丙 規 発 第 1 0 号

（参考送付先） 平 成 3 1 年 ３ 月 2 7 日

各地方機関の長 警 察 庁 交 通 局 長

都市圏交通円滑化総合対策実施要綱の改正について（通達）

都市圏交通円滑化総合対策については、「都市圏交通円滑化総合対策の実施について」（平

成10年12月４日付け警察庁丙都交発第41号、丙規発第48号。以下「前通達」という。）に

基づき推進されているところであるが、この度、交通需要マネジメント実証実験等の創設

に伴い別添のとおり都市圏交通円滑化総合対策実施要綱を改正し各都道府県知事に通知し

たところであるので、関係機関等と連携し、その効果的な推進を図られたい。

なお、前通達については、廃止する。
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